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保険者番号のマスキングについてのお知らせ 

  

平素は建設キャリアアップシステムのご利用並びに普及促進へのご協力をいただき、誠にありがとうございま

す。 

この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律に

より、令和2年10月1日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等（保

険者番号及び被保険者等記号・番号）の告知を求めることが禁止されることになりました。 

つきましては、今後、技能者登録をする際は、健康保険被保険者証の記号、番号に加えて、保険者番

号を下記のとおりマスキング（消して）して頂きますようお願いいたします。 

また、インターネット申請、書面申請ともに申請項目に保険者番号入力（記入）欄がございますが、申

請する際は当該項目を未入力（未記入）で申請して頂きますようお願いいたします。 

 

以上 

 

 
 

           ・・・従前からマスキングをして頂いている箇所  

 

           ・・・今後新たにマスキングをして頂く箇所 


